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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱溶着可能なフィルムと、エチレン－ビニルアルコール共重合体およびポリビニルアル
コールの少なくとも一方を有する樹脂層と、樹脂基材および前記樹脂基材の少なくとも一
方の主面に配置された無機膜を有するガスバリアフィルムと、を有する真空断熱材用外包
材であって、
　前記熱溶着可能なフィルムと前記ガスバリアフィルムとの間に、前記樹脂層が配置され
、
　前記樹脂層の前記熱溶着可能なフィルムと反対側に配置された前記ガスバリアフィルム
は、前記無機膜の前記樹脂基材とは反対側の主面に配置されたオーバーコート層を有する
ものであり、
　前記無機膜が、アルミナ、シリカ、又はこれらの混合物から構成されており、
　前記真空断熱材用外包材は、金属層が配置されていない、真空断熱材用外包材。
【請求項２】
　前記真空断熱材に含まれる全ての前記ガスバリアフィルムは、前記樹脂層の前記熱溶着
可能なフィルムが配置された側と反対側に配置されている、請求項１に記載の真空断熱材
用外包材。
【請求項３】
　前記真空断熱材用外包材は、水蒸気透過度が０．０３ｇ／（ｍ２・ｄａｙ）以下である
、請求項１または請求項２に記載の真空断熱材用外包材。
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【請求項４】
　前記樹脂層の前記熱溶着可能なフィルムが配置された側と反対側に、前記ガスバリアフ
ィルムが２以上配置されている、請求項１から請求項３までのいずれかの請求項に記載の
真空断熱材用外包材。
【請求項５】
　前記２以上配置されている前記ガスバリアフィルムのうちの、少なくとも２つのガスバ
リアフィルムの無機膜がアルミナで構成されている、請求項４に記載の真空断熱材用外包
材。
【請求項６】
　前記樹脂層が、エチレン－ビニルアルコール共重合体である、請求項１から請求項５ま
でのいずれかの請求項に記載の真空断熱材用外包材。
【請求項７】
　芯材と、前記芯材が封入された外包材とを有する真空断熱材であって、
　前記外包材が、請求項１から請求項６までのいずれかに記載の真空断熱用外包材である
、真空断熱材。
【請求項８】
　熱絶縁領域を有する物品および真空断熱材を備える真空断熱材付き物品であって、
　前記真空断熱材は、芯材と、前記芯材が封入された外包材とを有し、
　前記外包材が、請求項１から請求項６までのいずれかに記載の真空断熱用外包材である
、真空断熱材付き物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、真空断熱材を形成可能な真空断熱材用外包材、真空断熱材、および真空断熱
材付き物品に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、物品の省エネルギー化を目的として、真空断熱材が用いられている。真空断熱材
は、外包材の袋体内に芯材が配置され、上記袋体内が大気圧よりも圧力が低い真空状態に
保持されている部材であり、内部の熱対流が抑制されるため、良好な断熱性能を発揮する
ことができる。なお、真空断熱材に用いられる上記外包材のことを、真空断熱材用外包材
、または単に外包材と称して説明する。
【０００３】
　真空断熱材用外包材は、真空断熱材内部の真空状態を長期間保持するために、酸素や水
蒸気等のガスの透過を抑制するためのガスバリア性能、芯材を包む際に端部を接合して上
記芯材を封止密閉するための熱溶着性等の物性が要求される。これらの物性を満たすため
、真空断熱材用外包材は、一般に、部材としてガスバリアフィルムおよび熱溶着可能なフ
ィルムを含む構成が採用されている。
【０００４】
　一般的な真空断熱材用外包材は、ガスバリアフィルムに金属箔や金属蒸着層を使用して
いる。例えば、特許文献１にはアルミニウム箔を用いた真空断熱材用外包材が記載されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－２６２２９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　近年、物流で使用される断熱箱等に使用するため、内容物の識別やトレーサビリティを
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目的として電波が透過可能な真空断熱材が求められている。真空断熱材の芯材に使用され
るグラスウール、ヒュームドシリカ、有機物ファイバー等は、電波透過性があるものの、
従来の真空断熱材に使用される真空断熱材用外包材は、一般的に金属箔や金属蒸着層を含
むため、電波を遮断してしまい、空間内外で無線通信を要する用途には不向きである問題
があった。
【０００７】
　本開示は、上記問題に鑑みてなされた発明であり、電波透過が可能であるとともに、良
好な断熱性能を維持できる真空断熱材を製造可能な真空断熱材用外包材、およびそれを用
いた真空断熱材ならびに真空断熱材付き物品を提供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示は、熱溶着可能なフィルムと、エチレン－ビニルアルコール共重合体およびポリ
ビニルアルコールの少なくとも一方を有する樹脂層と、樹脂基材および上記樹脂基材の少
なくとも一方の主面に配置された無機膜を有するガスバリアフィルムと、を有する真空断
熱材用外包材であって、上記熱溶着可能なフィルムと上記ガスバリアフィルムとの間に、
上記樹脂層が配置され、上記真空断熱材用外包材の水蒸気透過度が０．０３ｇ／（ｍ２・
ｄａｙ）以下であり、上記真空断熱材用外包材には、金属層が配置されていない、真空断
熱材用外包材を提供する。
【０００９】
　また、本開示は、熱溶着可能なフィルムと、エチレン－ビニルアルコール共重合体およ
びポリビニルアルコールの少なくとも一方を有する樹脂層と、樹脂基材および上記樹脂基
材の少なくとも一方の主面に配置された無機膜を有するガスバリアフィルムと、を有する
真空断熱材用外包材であって、上記熱溶着可能なフィルムと上記ガスバリアフィルムとの
間に、上記樹脂層が配置され、上記樹脂層の上記熱溶着可能なフィルムと反対側に配置さ
れた上記ガスバリアフィルムの上記無機膜が、アルミナ、シリカ、又はこれらの混合物か
ら構成されるものであり、上記真空断熱材用外包材は、金属層が配置されていない、真空
断熱材用外包材を提供する。
【００１０】
　また、本開示は、熱溶着可能なフィルムと、エチレン－ビニルアルコール共重合体およ
びポリビニルアルコールの少なくとも一方を有する樹脂層と、樹脂基材および上記樹脂基
材の少なくとも一方の主面に配置された無機膜を有するガスバリアフィルムと、を有する
真空断熱材用外包材であって、上記熱溶着可能なフィルムと２以上の上記ガスバリアフィ
ルムとの間に、上記樹脂層が配置され、上記真空断熱材用外包材は、金属層が配置されて
いない、真空断熱材用外包材を提供する。
【００１１】
　また、本開示は、熱溶着可能なフィルムと、エチレン－ビニルアルコール共重合体およ
びポリビニルアルコールの少なくとも一方を有する樹脂層と、樹脂基材および上記樹脂基
材の少なくとも一方の主面に配置された無機膜を有するガスバリアフィルムと、を有する
真空断熱材用外包材であって、上記熱溶着可能なフィルムと上記ガスバリアフィルムとの
間に、上記樹脂層が配置され、上記樹脂層の上記熱溶着可能なフィルムと反対側に配置さ
れた上記ガスバリアフィルムは、上記無機膜の上記樹脂基材とは反対側の主面に配置され
たオーバーコート層を有するものであり、上記真空断熱材用外包材は、金属層が配置され
ていない、真空断熱材用外包材を提供する。
【００１２】
　また、本開示は、芯材と、上記芯材が封入された外包材とを有する真空断熱材であって
、上記外包材が、上述した真空断熱用外包材である、真空断熱材を提供する。
【００１３】
　また、本開示は、熱絶縁領域を有する物品および真空断熱材を備える真空断熱材付き物
品であって、上記真空断熱材は、芯材と、上記芯材が封入された外包材とを有し、上記外
包材が、上述した真空断熱用外包材である、真空断熱材付き物品を提供する。
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【発明の効果】
【００１４】
　本開示によれば、電波透過が可能であるとともに、良好な断熱性能を維持できる真空断
熱材とすることが可能な真空断熱材用外包材を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本開示の第一実施形態の真空断熱材用外包材の一例を示す概略断面図である。
【図２】本開示の第二実施形態の真空断熱材用外包材の一例を示す概略断面図である。
【図３】本開示の第三実施形態の真空断熱材用外包材の一例を示す概略断面図である。
【図４】本開示の第四実施形態の真空断熱材用外包材の一例を示す概略断面図である。
【図５】本開示の真空断熱材の一例を示す概略斜視図および断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本開示は、真空断熱材用外包材、真空断熱材、および真空断熱材付き物品を実施態様に
含む。以下、本開示の実施態様を、図面等を参照しながら説明する。但し、本開示は多く
の異なる態様で実施することが可能であり、以下に例示する実施の態様の記載内容に限定
して解釈されるものではない。また、図面は説明をより明確にするため、実施の態様に比
べ、各部の幅、厚み、形状等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であ
って、本開示の解釈を限定するものではない。また、本明細書と各図において、既出の図
に関して前述したものと同様の要素には、同一の符号を付して、詳細な説明を適宜省略す
ることがある。また、説明の便宜上、上方又は下方という語句を用いて説明する場合があ
るが、上下方向が逆転してもよい。
【００１７】
　また、本明細書において、ある部材又はある領域等のある構成が、他の部材又は他の領
域等の他の構成の「上に（又は下に）」あるとする場合、特段の限定がない限り、これは
他の構成の直上（又は直下）にある場合のみでなく、他の構成の上方（又は下方）にある
場合を含み、すなわち、他の構成の上方（又は下方）において間に別の構成要素が含まれ
ている場合も含む。
【００１８】
　本発明者らは、真空断熱材用外包材に電波透過性を持たせるため、ガスバリアフィルム
に金属層を配置しない構成を考えたが、酸素透過度が高くなってしまい、ガスバリア性能
が不十分であることを知見した。
【００１９】
　金属層を配置しない構成で、バリア性能の向上を図ったフィルムとして、金属酸化物層
と、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）等のバリアコートを含むものが挙げられる。しかし
ながら、このフィルムを複数層組み合わせても性能は十分に上がらず、また、高価である
という問題があった。
【００２０】
　バリア材として、大気中に多く存在する窒素や酸素に対するバリア性能が高いエチレン
－ビニルアルコール共重合体（ＥＶＯＨ）層、およびポリビニルアルコール（ＰＶＡ）層
は有用である。しかし、本発明者らは、これらの樹脂は吸湿すると本来の酸素バリア性能
を発揮することができず、バリア性能が低下することを知見した。
【００２１】
　そして、本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討した結果、真空断熱材用外
包材に金属層を配置しない代わりに、エチレン－ビニルアルコール共重合体（以下、ＥＶ
ＯＨと表記する場合がある。）またはポリビニルアルコール（以下、ＰＶＡと表記する場
合がある。）を含む樹脂層を配置し、さらに、このような樹脂層に対し、熱溶着可能なフ
ィルムが配置されている側とは反対側（真空断熱材とした時に芯材側とは反対側となる方
向）に、無機膜を有するガスバリアフィルムを配置することで、樹脂層への水蒸気の侵入
を抑制し、酸素バリア性能の劣化を抑制可能であることを見出した。すなわち、電波透過
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が可能であるとともに、良好な断熱性能を維持できる真空断熱材とすることが可能な真空
断熱材用外包材となることを見出した。さらに、このような真空断熱材用外包材は、従来
の金属酸化物層及びＰＶＡ等のバリアコートを含むフィルムを使用した真空断熱材用外包
材よりも、安価なものとなる。本開示の真空断熱材用外包材としては、以下に説明する第
一実施形態、第二実施形態、第三実施形態、および第四実施形態の真空断熱材用外包材を
挙げることができる。
　以下、本開示の真空断熱材用外包材、真空断熱材、および真空断熱材付き物品について
それぞれ説明する。
【００２２】
Ａ．真空断熱材用外包材
Ｉ．第一実施形態
　本実施形態の真空断熱材用外包材は、熱溶着可能なフィルムと、ＥＶＯＨおよびＰＶＡ
の少なくとも一方を有する樹脂層（以下、酸素バリア性樹脂層とする場合がある。）と、
樹脂基材および上記樹脂基材の少なくとも一方の主面に配置された無機膜を有するガスバ
リアフィルムと、を有する真空断熱材用外包材であって、上記熱溶着可能なフィルムと上
記ガスバリアフィルムとの間に、上記酸素バリア性樹脂層が配置され、上記真空断熱材用
外包材の水蒸気透過度が０．０３ｇ／（ｍ２・ｄａｙ）以下であり、上記真空断熱材用外
包材には、金属層が配置されていないことを特徴とする。
【００２３】
　図１は、本実施形態の真空断熱材用外包材の一例を示す概略断面図である。本実施形態
の真空断熱材用外包材１０は、熱溶着可能なフィルム１と、無機膜３を有するガスバリア
フィルム２と、酸素バリア性樹脂層４とを有しており、無機膜３を有するガスバリアフィ
ルム２が、酸素バリア性樹脂層４の熱溶着可能なフィルム１が配置された側とは反対側に
配置されていることを特徴とする。即ち、酸素バリア性樹脂層４は、熱溶着可能なフィル
ム１と、無機膜３を有するガスバリアフィルム２との間に配置されている。また、ガスバ
リアフィルム２は、無機膜３及び無機膜３を支持する樹脂基材５を有している。
【００２４】
　本実施形態の真空断熱材用外包材は、金属層が配置されていないことを特徴とする。本
明細書において金属層とは、これを構成する金属原子同士が金属結合で結合しており、電
波遮断性を有する金属の層である。上記金属層としては、例えばアルミニウム、ニッケル
、ステンレス、鉄、銅、チタン等の金属箔、金属薄膜が挙げられる。
【００２５】
　本実施形態の真空断熱材用外包材は、金属層が配置されていないため、電波が透過可能
である。さらに、酸素バリア性樹脂層を有することで、酸素バリア性を確保しつつ、酸素
バリア性樹脂層の熱溶着可能なフィルムが配置された側とは反対側に無機膜を有するガス
バリアフィルムを配置することにより、酸素バリア性樹脂層が持つ酸素バリア性能の劣化
を抑制することができる。そのため、電波透過が可能であるとともに、良好な断熱性能を
維持できる真空断熱材を製造可能な真空断熱材用外包材となる。
【００２６】
　以下、本実施形態における真空断熱材用外包材の各構成及び特性について、詳細に説明
する。
１．ガスバリアフィルム
　本実施形態の真空断熱材用外包材は、酸素バリア性樹脂層の、熱溶着可能なフィルムが
配置された側とは反対側に、樹脂基材および上記樹脂基材の少なくとも一方の主面に配置
された無機膜を有するガスバリアフィルムが１以上、好ましくは２以上配置される。すな
わち、無機膜を有する１以上、好ましくは２以上のガスバリアフィルムと、熱溶着可能な
フィルムとの間に上記酸素バリア性樹脂層が配置されている。
　なお、以下の説明において、上記酸素バリア性樹脂層に対し、熱溶着可能なフィルムが
配置された側とは反対側に配置された上記ガスバリアフィルムを、外側ガスバリアフィル
ムとする場合がある。
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【００２７】
　本実施形態においては、熱溶着可能なフィルムと上記酸素バリア性樹脂層との間には、
上記ガスバリアフィルムは配置されていても良いが、配置されていない方が好ましい。
　なお、以下の説明において、酸素バリア性樹脂層と熱溶着可能なフィルムとの間に配置
された、上記ガスバリアフィルムを、内側ガスバリアフィルムとする場合がある。
【００２８】
（ａ）無機膜
　ガスバリアフィルムに含まれる無機膜は、金属箔や金属薄膜等の金属層以外の層であり
、無機化合物膜や、Ｍ－Ｏ－Ｐ結合（ここで、Ｍは金属原子を示し、Ｏは酸素原子を示し
、Ｐはリン原子を示す。）を有する膜、ポリカルボン酸系重合体の多価金属塩を含む膜等
が挙げられる。
【００２９】
　無機化合物膜を構成する無機化合物としては、例えば、ケイ素、アルミニウム、マグネ
シウム、カルシウム、カリウム、スズ、ナトリウム、チタン、ホウ素、イットリウム、ジ
ルコニウム、セリウム、亜鉛等の金属元素または非金属元素の酸化物、酸化窒化物、窒化
物、酸化炭化物、酸化炭化窒化物等が挙げられる。具体的には、ＳｉＯ２等のケイ素酸化
物、Ａｌ２Ｏ３等のアルミニウム酸化物、マグネシウム酸化物、チタン酸化物、スズ酸化
物、ケイ素亜鉛合金酸化物、インジウム合金酸化物、ケイ素窒化物、アルミニウム窒化物
、チタン窒化物、酸化窒化ケイ素、酸化ケイ素亜鉛等の無機酸化物を挙げることができる
。特に、アルミニウム酸化物（アルミナ）、ケイ素酸化物（シリカ）が好ましい。無機化
合物は、単独で用いてもよいし、上述の材料を任意の割合で混合して用いてもよい。
【００３０】
　本実施形態においては、無機膜は、後述する第二実施形態で説明する高バリア性化合物
膜であることが好ましい。高い水蒸気バリア性を有するからである。
【００３１】
　無機化合物膜は、蒸着法により形成される蒸着膜であってもよく、コーティング等の塗
布法により形成されるコート膜であってもよい。蒸着膜である場合、１回蒸着等により形
成されていてもよく、複数回蒸着により形成されていてもよい。無機化合物膜は、塗布法
、蒸着法、圧着法等の従来公知の方法を用いて成膜することができる。
【００３２】
　中でも樹脂基材との密着性が高く、高ガスバリア性能を発揮することができる観点から
蒸着膜であることが好ましい。１つの無機化合物膜は、１回蒸着により形成された単膜で
あってもよく、複数回蒸着により形成され積層構造を有していてもよい。
【００３３】
　Ｍ－Ｏ－Ｐ結合（ここで、Ｍは金属原子を示し、Ｏは酸素原子を示し、Ｐはリン原子を
示す。）を有する膜としては、例えば金属酸化物およびリン化合物の反応生成物を含む膜
が挙げられる。
【００３４】
　上記金属酸化物としては、原子価が２価以上の金属の酸化物を挙げることができ、具体
的には、マグネシウム、カルシウム等の周期表第２族の金属；亜鉛等の周期表第１２族の
金属；アルミニウム等の周期表第１３族の金属；ケイ素等の周期表第１４族の金属；チタ
ン、ジルコニウム等の遷移金属等の金属の酸化物を挙げることができる。中でも、酸化ア
ルミニウム（アルミナ）が好ましい。
【００３５】
　また、上記リン化合物としては、例えばリン酸、ポリリン酸、亜リン酸、ホスホン酸お
よびそれらの誘導体が挙げられる。中でもリン酸が好ましい。具体的な金属酸化物および
リン化合物の反応生成物については、例えば、特開２０１１－２２６６４４号公報に開示
される反応生成物と同様とすることができる。
【００３６】
　Ｍ－Ｏ－Ｐ結合の存在は、赤外線吸収スペクトル（測定波数域；８００ｃｍ－１以上１



(7) JP 6897720 B2 2021.7.7

10

20

30

40

50

４００ｃｍ－１以下の範囲内）において、最大赤外線吸収ピークが１０８０ｃｍ－１以上
１１３０ｃｍ－１以下の範囲内に出現することで確認することができる。赤外線吸収スペ
クトルの測定方法としては、特に限定されず、例えば、全反射測定法（ＡＴＲ法）による
測定方法、真空断熱材用外包材の無機膜からサンプルをかきとり、その赤外線吸収スペク
トルをＫＢｒ法で測定する方法、採取したサンプルを顕微赤外分光法により測定方法等を
用いることができる。
【００３７】
　無機膜の厚みは特に限定されないが、１０ｎｍ～３００ｎｍの範囲内であることが好ま
しい。無機膜の厚みを上記範囲内とすることで、バリア性を維持し、かつ可撓性を十分に
保つことができ、バリア破壊が生じにくくなる。
【００３８】
（ｂ）樹脂基材
　ガスバリアフィルムは、無機膜の一方の主面には、無機膜を支持するための樹脂基材が
配置されている。樹脂基材としては、例えば、樹脂製のフィルム等が好適に用いられる。
樹脂基材が樹脂製のフィルムである場合、上記樹脂製のフィルムは未延伸であってもよく
、一軸または二軸延伸されたものであってもよい。上記樹脂基材は透明性を有していても
よく有さなくてもよい。
【００３９】
　樹脂基材に用いられる樹脂は、特に限定されるものではなく、例えば、ポリエチレンや
ポリプロピレン等のポリオレフィン樹脂、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリ
エチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）等のポリエス
テル樹脂、環状ポリオレフィン樹脂、ポリスチレン樹脂、アクリロニトリル－スチレン共
重合体（ＡＳ樹脂）、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン共重合体（ＡＢＳ樹脂）
、ポリ（メタ）アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、エチレン－ビニルエステル共重合
体およびそのケン化物、各種のナイロン等のポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂、ポリウレ
タン樹脂、アセタール樹脂、セルロース樹脂等の各種の樹脂を使用することができる。上
記の樹脂の中でもＰＥＴ、ＰＢＴ、ナイロン等がより好適に用いられる。
【００４０】
　上記樹脂基材には、種々のプラスチック配合剤や添加剤等が含まれていてもよい。添加
剤としては、例えば、滑剤、架橋剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、光安定剤、充填剤、補
強剤、帯電防止剤、顔料、改質用樹脂等が挙げられる。
【００４１】
　上記樹脂基材は、表面処理が施されていてもよい。無機膜との密着性を向上させること
ができるからである。上記表面処理としては、例えば、プラズマ処理、特開２０１４－１
８０８３７号公報に開示される酸化処理、凹凸化処理（粗面化処理）、易接着コート処理
等を挙げることができる。
【００４２】
　樹脂基材の厚みは、特に限定されないが、例えば６μｍ～２００μｍの範囲内、より好
ましくは９μｍ～１００μｍである。また、樹脂基材は、単層であってもよく、複数の樹
脂層が積層されて成る多層体であってもよい。上記多層体において各樹脂層は、異なる樹
脂で構成されていてもよく、同一の樹脂で構成されていてもよい。
【００４３】
（ｃ）オーバーコート層
　また、本実施形態の真空断熱材用外包材におけるガスバリアフィルム、特に、外側ガス
バリアフィルムは、無機膜の一方の主面に形成されたオーバーコート層を更に有すること
が好ましい。オーバーコート層としては、後述する「Ａ．真空断熱材用外包材　ＩＶ．第
四実施形態　１．ガスバリアフィルム　（ｂ）オーバーコート層」と同様のものが挙げら
れる。
【００４４】
　ガスバリアフィルムに樹脂基材、無機膜、およびオーバーコート層が含まれる場合、通
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常は、この順にガスバリアフィルムに含まれる。真空断熱材用外包材に複数のガスバリア
フィルムが含まれる場合、無機膜、樹脂基材、オーバーコート層はそれぞれ同一であって
もよいし、異なっていてもよい。
【００４５】
　外側ガスバリアフィルムに樹脂基材および無機膜が含まれる場合、樹脂基材よりも無機
膜が、後述する酸素バリア性樹脂層側となる向きに配置されることが好ましい。特に、上
記酸素バリア性樹脂層に最も近い外側ガスバリアフィルムにおける無機膜が、樹脂基材を
介さずに、樹脂層に対向して配置されていることが好ましい。これにより、樹脂機基材が
内含する水分の樹脂層への影響を小さくすることができるためである。
【００４６】
２．酸素バリア性樹脂層
　本実施形態の真空断熱材用外包材は、酸素バリア性樹脂層、すなわちＥＶＯＨおよびＰ
ＶＡの少なくとも一方を有する樹脂層を有する。ＥＶＯＨおよびＰＶＡは、親水基を含有
する親水性樹脂であり、酸素に対する高いバリア性を発揮するものである。
【００４７】
　本実施形態における酸素バリア性樹脂層は、ＥＶＯＨおよびＰＶＡの少なくとも一方を
有するものであれば特に限定されるものではないが、ＥＶＯＨおよびＰＶＡの少なくとも
一方を主成分とするものであることが好ましい。ここで、「ＥＶＯＨおよびＰＶＡの少な
くとも一方を主成分とする」とは、上記酸素バリア性樹脂層が必要とされる酸素バリア性
を発揮できる程度に含まれていることを示す。
【００４８】
　本実施形態においては、上記酸素バリア性樹脂層中に、ＥＶＯＨおよびＰＶＡの少なく
とも一方が、５０質量％以上含有されていることが好ましく、中でも９０質量％以上含有
されていることが好ましい。測定方法としては、核磁気共鳴（ＮＭＲ）法を用いることが
できる。
【００４９】
　ＥＶＯＨまたはＰＶＡは、水蒸気によりガスバリア性能が低下しやすいが、本実施形態
の真空断熱材用外包材は、上記酸素バリア性樹脂層よりも、真空断熱材とした時に厚み方
向で芯材側となる方向（内側）とは反対方向（外側）に、無機膜を有するガスバリアフィ
ルムが配置されているため、上記酸素バリア性樹脂層に含まれるＥＶＯＨまたはＰＶＡの
劣化を抑制することが可能となり、酸素バリア性樹脂層の酸素に対するバリア性を高く維
持することができる。そのため、本実施形態における酸素バリア性樹脂層は、ガスバリア
フィルムとしての機能を維持することが可能となる。
【００５０】
　本実施形態における酸素バリア性樹脂層の厚みは特に限定されないが、８μｍ～５０μ
ｍとすることができ、好ましくは１０μｍ～３０μｍ、特に好ましくは、１２μｍ～１５
μｍである。
【００５１】
　また、酸素バリア性樹脂層は単独でガスバリアフィルムとしての機能を有するが、酸素
バリア性樹脂層の表面には、無機膜や、オーバーコート層が配置されてもよい。
　酸素バリア性樹脂層表面に配置される無機膜、オーバーコート層としては、金属箔や金
属薄膜等の金属層以外の膜であり、上述した「１．ガスバリアフィルム　（ａ）無機膜」
や、後述する「Ａ．真空断熱材用外包材　ＩＶ．第四実施形態　１．ガスバリアフィルム
　（ｂ）オーバーコート層」と同様のものが挙げられる。
【００５２】
３．熱溶着可能なフィルム
　本実施形態の真空断熱材用外包材は、一方の主面側に熱溶着可能な層が配置されている
。このような熱溶着可能なフィルムは、加熱により溶着可能なフィルムである。上記熱溶
着可能なフィルムは、真空断熱材用外包材の厚み方向の一方の表面を担う部材であり、本
実施形態の真空断熱材用外包材を用いて真空断熱材を作製する際に芯材と接し、また、芯
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材を封止する際に、対向する真空断熱材用外包材同士の端部を接合する部材である。
【００５３】
　上記熱溶着可能なフィルムとしては、加熱によって溶融し、融着することが可能な樹脂
フィルムを用いることができ、例えば、直鎖状短鎖分岐ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）等の
ポリエチレンや未延伸ポリプロピレン（ＣＰＰ）等のポリオレフィン系樹脂フィルム、ポ
リエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリブチ
レンテレフタレート（ＰＢＴ）等のポリエステル系樹脂フィルム、ポリ酢酸ビニル系樹脂
フィルム、ポリ塩化ビニル系樹脂フィルム、ポリ（メタ）アクリル系樹脂フィルム、ウレ
タン樹脂フィルム等が挙げられる。また、ＥＶＯＨもしくはＰＶＡを熱溶着可能なフィル
ムとして用いることも可能である。この場合、熱溶着可能なフィルムが上記酸素バリア性
樹脂層の機能を有するものとなる。
【００５４】
　上記熱溶着可能なフィルムには、アンチブロッキング剤、滑剤、難燃化剤、充填剤等の
他の材料が含まれていてもよい。
【００５５】
　上記熱溶着可能なフィルムの厚みは、真空断熱材用外包材同士を接合したときに所望の
接着力を得ることが出来る厚みであればよく、例えば１５μｍ以上１００μｍ以下の範囲
内、好ましくは、２５μｍ以上９０μｍ以下の範囲内、より好ましくは３０μｍ以上８０
μｍ以下の範囲内とすることが出来る。
【００５６】
４．特性
　本実施形態の真空断熱材用外包材は、水蒸気透過度が０．０３ｇ／（ｍ２・ｄａｙ）以
下であるが、中でも０．０１（ｍ２・ｄａｙ）以下であることが好ましい。このように本
実施形態の真空断熱材用外包材は、優れた水蒸気ガスバリア性能を有する。
　水蒸気透過度は、ＩＳＯ　１５１０６－５：２０１５（差圧法）に準拠して、温度４０
℃、相対湿度差９０％ＲＨの条件で測定した値とすることができる。
【００５７】
　水蒸気透過度の測定は、以下の手順で行うことができる。まず、所望のサイズに切り取
った真空断熱材用外包材のサンプルを、厚み方向（積層方向）において対向する最表面の
うち、一方の最表面層である熱溶着可能なフィルムと反対側に位置する最表面層が高湿度
側（水蒸気供給側）となるようにして、上記装置の上室と下室との間に装着し、透過面積
約５０ｃｍ２（透過領域：直径８ｃｍの円形）として温度４０℃、相対湿度差９０％ＲＨ
の条件で測定を行う。水蒸気透過度測定装置は、例えば、英国Ｔｅｃｈｎｏｌｏｘ社製の
「ＤＥＬＴＡＰＥＲＭ」を用いることができる。
【００５８】
　また、本実施形態の真空断熱材用外包材は、金属層が配置されていないにもかかわらず
、上記酸素バリア性樹脂層が有する酸素バリア性能により、酸素透過度を、例えば、０．
１ｃｃ／（ｍ２・ｄａｙ・ａｔｍ）以下、中でも０．０５ｃｃ／（ｍ２・ｄａｙ・ａｔｍ
）以下とすることができる。
【００５９】
　酸素透過度は、ＪＩＳ　Ｋ７１２６－２：２００６（プラスチック－フィルム及びシー
ト－ガス透過度試験方法－第２部：等圧法、付属書Ａ：電解センサ法による酸素ガス透過
度の試験方法）を参考に、酸素ガス透過度測定装置を用いて、温度２３℃、湿度６０％Ｒ
Ｈの条件で測定することができる。酸素ガス透過度測定装置としては、例えば、米国ＭＯ
ＣＯＮ社製の「ＯＸＴＲＡＮ」を用いることができる。測定は、所望のサイズに切り取っ
た真空断熱材用外包材の、厚み方向に対向する２つの最外面を担う層のうち、一方の最外
層である熱溶着可能なフィルムとは反対側の最外層の表面が酸素ガスに接するようにして
上記装置内に装着し、透過面積約５０ｃｍ２（透過領域：直径８ｃｍの円形）として、キ
ャリアガスおよび試験ガスの状態を温度２３℃、湿度６０％ＲＨの条件として測定を行う
。上記測定の際、上記装置内にキャリアガスを流量１０ｃｃ／分で６０分以上供給してパ
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ージする。上記キャリアガスは５％程度水素を含む窒素ガスを用いることができる。パー
ジ後、上記装置内に試験ガスを流し、流し始めてから平衡状態に達するまでの時間として
１２時間を確保した後に測定する。試験ガスは少なくとも９９．５％の乾燥酸素を用いる
。酸素透過度の測定は、１つの条件で少なくとも３つのサンプルについて行い、それらの
測定値の平均をその条件での酸素透過度の値とする。
【００６０】
５．任意の構成
　本実施形態の真空断熱材用外包材は、上記ガスバリアフィルムと上記ガスバリアフィル
ムとの間、上記ガスバリアフィルムと上記酸素バリア性樹脂層との間、上記酸素バリア性
樹脂層と上記熱溶着可能なフィルムとの間等に、接着剤層を有していてもよい。上記接着
剤層の材料としては、従来公知の感圧性接着剤、熱可塑性接着剤、硬化性接着剤等を用い
ることができる。
【００６１】
　上記接着層を構成する接着剤は、通常、主剤および硬化剤を含む２液硬化型の接着剤で
あるが、これに限定されない。例えば、主剤および主剤と混合しても反応しないように公
知の方法でブロック化した潜在性硬化剤を混ぜ合せた１液硬化型接着剤や、硬化剤および
混合しても反応しないように公知の方法でブロック化した潜在性主剤と硬化剤を混ぜ合わ
せた１液硬化型接着剤であってもよい。
【００６２】
　上記接着層を構成する接着剤としては、具体的には、エポキシ系接着剤、ポリ酢酸ビニ
ル系接着剤、ポリアクリル酸エステル系接着剤、シアノアクリレート系接着剤、エチレン
共重合体系接着剤、セルロース系接着剤、ポリエステル系接着剤、ポリアミド系接着剤、
ポリイミド系接着剤、アミノ樹脂系接着剤、フェノール樹脂系接着剤、ポリウレタン系接
着剤、反応型（メタ）アクリル酸系接着剤、無機ゴム系接着剤、シリコーン系接着剤、ア
ルカリ金属シリケートや低融点ガラス等からなる無機系接着剤等を用いることができる。
【００６３】
　特に、接着剤としては、ポリアクリル酸エステル系接着剤、およびポリウレタン系接着
剤等が好ましく、特に上記接着剤が官能基としてイソシアネート基を有する化合物である
ことが好ましく、具体的には、ポリウレタン系接着剤であることが好ましい。
【００６４】
　上記接着層を構成する接着剤は、硬化促進剤、触媒、酸化防止剤、安定剤、紫外線吸収
剤、光安定剤、帯電防止剤等の任意の材料を含有していてもよい。
【００６５】
　接着層の厚さとしては、所望の接着力を示すことが可能な厚さであればよく、接着層の
組成等に応じて適宜設定することができる。通常、乾燥状態で０．１ｇ／ｍ２～１０ｇ／
ｍ２程度となる厚さであることが好ましい。
【００６６】
　接着層は、透明性を有していてもよく有さなくてもよいが、真空断熱材用外包材として
透明性が必要とされる場合は、透明性を有するものであることが好ましい。
【００６７】
　接着層は、上述した接着剤により形成されたシートやフィルムを用いてもよく、上述し
た接着剤を所望の溶媒に混ぜた塗布液を準備し、熱溶着可能なフィルムまたはガスバリア
フィルムの一方の面に直接塗布し、乾燥および硬化させて形成してもよい。
【００６８】
ＩＩ．第二実施形態
　本実施形態の真空断熱材用外包材は、熱溶着可能なフィルムと、酸素バリア性樹脂層と
、樹脂基材および上記樹脂基材の少なくとも一方の主面に配置された無機膜を有するガス
バリアフィルムと、を有する真空断熱材用外包材であって、上記熱溶着可能なフィルムと
上記ガスバリアフィルムとの間に、上記酸素バリア性樹脂層が配置され、上記樹脂層の上
記熱溶着可能なフィルムと反対側に配置された上記ガスバリアフィルムの上記無機膜が、
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アルミナ、シリカ、又はこれらの混合物から構成されるものであり、上記真空断熱材用外
包材は、金属層が配置されていないことを特徴とするものである。なお、以下、アルミナ
、シリカ、又はこれらの混合物から構成される無機膜を高バリア性化合物膜と称する場合
がある。
【００６９】
　図２は、本実施形態の真空断熱材用外包材の一例を示す概略断面図である。本実施形態
の真空断熱材用外包材１０は、熱溶着可能なフィルム１と、高バリア性化合物膜３０を有
するガスバリアフィルム２と、酸素バリア性樹脂層４を有する。高バリア性化合物膜３０
を有するガスバリアフィルム２が、酸素バリア性樹脂層４の熱溶着可能なフィルム１が配
置された側とは反対側に配置されていることを特徴とする。すなわち、酸素バリア性樹脂
層４は、熱溶着可能なフィルム１と、高バリア性化合物膜３０を有するガスバリアフィル
ム２との間に配置されている。上記ガスバリアフィルム２は、高バリア性化合物膜３０お
よび高バリア性化合物膜３０を支持する樹脂基材５を有している。
【００７０】
　本実施形態の真空断熱材用外包材は、第一実施形態と同様に、金属層が配置されていな
いことを特徴とするため、電波が透過可能である。さらに、第一実施形態と同様に、酸素
バリア性樹脂層を有することで、酸素バリア性を確保しつつ、酸素バリア性樹脂層の熱溶
着可能なフィルムとは反対の面側に高バリア性化合物膜を有するガスバリアフィルムを配
置することにより、高バリア性化合物膜が酸素バリア性樹脂層への水蒸気の侵入を効果的
に抑制し、酸素バリア性能の劣化を抑制することができる。そのため、電波透過が可能で
あるとともに、良好な断熱性能を維持できる真空断熱材を製造可能な真空断熱材用外包材
となる。
【００７１】
１．ガスバリアフィルム
（ａ）無機膜
　本実施形態において、少なくとも１の外側ガスバリアフィルムに含まれる無機膜は、高
バリア性化合物膜、すなわち、アルミナ、シリカ、又はこれらの混合物から構成される無
機化合物膜である。ここで、上記高バリア性化合物膜は、上述した無機化合物で構成され
るものであれば、特に限定されるものではないが、好ましくは、アルミニウム、ケイ素、
酸素及び炭素以外の不純物が、原子数比率で５ａｔ％以下であることが好ましい。上記原
子数比率はＸ線光電子分光分析（ＸＰＳ）により測定することができる。Ｘ線光電子分光
計としては、例えばＴｈｅｒｍｏ社製のＴｈｅｔａ－Ｐｒｏｂｅを用いることができる。
【００７２】
　また、本実施形態の真空断熱材用外包材は、少なくとも１つの、上記高バリア性化合物
膜を有するガスバリアフィルムが、外側ガスバリアフィルムとして配置されていればよく
、外側ガスバリアフィルムとして他の無機膜を有するガスバリアフィルムを含んでもよい
。他の無機膜としては、高バリア性化合物膜以外の、「Ａ．真空断熱材用外包材　Ｉ．第
一実施形態　１．ガスバリアフィルム　（ａ）無機膜」と同様のものが挙げられる。
【００７３】
　また、本実施形態の真空断熱材用外包材は、上記高バリア性化合物膜を有する２以上の
ガスバリアフィルムが、上記酸素バリア性樹脂層に対して熱溶着可能なフィルムが配置さ
れた側とは反対側に配置されていることが好ましい。
【００７４】
（ｂ）その他
　本実施形態におけるガスバリアフィルムは、第一実施形態のガスバリアフィルムと同様
に、樹脂基材、およびオーバーコート層を有するものとすることができる。特に、外側ガ
スバリアフィルムは、オーバーコート層をさらに有するものであることが好ましい。これ
らについては、「Ａ．真空断熱材用外包材　Ｉ．第一実施形態　１．ガスバリアフィルム
（ｂ）樹脂基材」、後述する「Ａ．真空断熱材用外包材　ＩＶ．第四実施形態　１．ガス
バリアフィルム　（ｂ）オーバーコート層」と同様のものが挙げられる。
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【００７５】
　ガスバリアフィルムに樹脂基材、無機膜、およびオーバーコート層が含まれる場合、通
常は、この順にガスバリアフィルムに含まれる。真空断熱材用外包材に複数のガスバリア
フィルムが含まれる場合、無機膜、樹脂基材、およびオーバーコート層はそれぞれ同一で
あってもよいし、異なっていてもよい。
【００７６】
　外側ガスバリアフィルムに、樹脂基材および上記高バリア性化合物膜が含まれる場合、
樹脂基材よりも高バリア性化合物膜が、後述する酸素バリア性樹脂層側となる向きに配置
されることが好ましい。特に、酸素バリア性樹脂層に最も近い外側ガスバリアフィルムに
おける上記高バリア性化合物膜が、樹脂基材を介さずに、上記酸素バリア性樹脂層に対向
して配置されていることが好ましい。これにより、樹脂基材が内含する水分の酸素バリア
性樹脂層への影響を小さくすることができるためである。
【００７７】
２．酸素バリア性樹脂層
　本実施形態の真空断熱材用外包材は、酸素バリア性樹脂層を有する。上記酸素バリア性
樹脂に含まれるＥＶＯＨ、およびＰＶＡは、親水基を含有する親水性樹脂であり、酸素に
対する高いバリア性を発揮するためである。
【００７８】
　このような酸素バリア性樹脂層としては、上述した「Ａ．真空断熱材用外包材　Ｉ．第
一実施形態　２．酸素バリア性樹脂層」と同様のものが挙げられる。
【００７９】
３．熱溶着可能なフィルム
　本実施形態の真空断熱材用外包材は、一方の主面側に熱溶着可能な層が配置されている
。熱溶着可能なフィルムとしては、「Ａ．真空断熱材用外包材　Ｉ．第一実施形態　３．
熱溶着可能なフィルム」と同様のものが挙げられる。
【００８０】
４．任意の構成
　本実施形態の真空断熱材用外包材は、第一実施形態の真空断熱材用外包材と同様に、接
着剤層を有するものとすることができる。これらについては、「Ａ．真空断熱材用外包材
　Ｉ．第一実施形態　５．任意の構成」と同様のものが挙げられる。
【００８１】
５．特性
　本実施形態の真空断熱材用外包材は、優れたガスバリア性能を有する。ガスバリア性能
とは、酸素透過度で規定される酸素バリア性能、水蒸気透過度で規定される水蒸気バリア
性能をいう。
　具体的には、上述した「Ａ．真空断熱材用外包材　Ｉ．第一実施形態　４．特性」と同
様のガスバリア性能とすることができる。
　特に、水蒸気透過度を、０．０３ｇ／（ｍ２・ｄａｙ）以下、中でも、０．０１（ｍ２

・ｄａｙ）以下とすることができる。
【００８２】
ＩＩＩ．第三実施形態
　本実施形態の真空断熱材用外包材は、熱溶着可能なフィルムと、酸素バリア性樹脂層と
、樹脂基材および上記樹脂基材の少なくとも一方の主面に配置された無機膜を有するガス
バリアフィルムと、を有する真空断熱材用外包材であって、上記熱溶着可能なフィルムと
２以上の上記ガスバリアフィルムとの間に、上記酸素バリア性樹脂層が配置され、上記真
空断熱材用外包材は、金属層が配置されていないことを特徴とする。
【００８３】
　図３は、本実施形態の真空断熱材用外包材の一例を示す概略断面図である。本実施形態
の真空断熱材用外包材１０は、熱溶着可能なフィルム１と、無機膜３を有する２以上のガ
スバリアフィルム２ａ、２ｂとを有する。さらに、酸素バリア性樹脂層４を有し、２層の
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ガスバリアフィルム２ａ、および２ｂが、酸素バリア性樹脂層４の熱溶着可能なフィルム
１が配置された側とは反対側に配置されていることを特徴とする。また、ガスバリアフィ
ルム２ａ、および２ｂはそれぞれ、無機膜３および無機膜３を支持する樹脂基材５を有し
ている。
【００８４】
　本実施形態の真空断熱材用外包材は、第一実施形態および第二実施形態と同様に、金属
層が配置されていないことを特徴とするため、電波が透過可能である。さらに、酸素バリ
ア性樹脂層を有することで、酸素バリア性を確保しつつ、酸素バリア性樹脂層の熱溶着可
能なフィルムとは反対の面側に無機膜を有する２以上のガスバリアフィルムを配置するこ
とにより、酸素バリア性能の劣化を抑制することができる。そのため、電波透過が可能で
あるとともに、良好な断熱性能を維持できる真空断熱材を製造可能な真空断熱材用外包材
となる。
【００８５】
１．ガスバリアフィルム
　本実施形態の真空断熱材用外包材は、無機膜を有する２以上のガスバリアフィルムを有
し、無機膜を有する２以上のガスバリアフィルムと、熱溶着可能なフィルムとの間に、酸
素バリア性樹脂層が配置されている。
【００８６】
　なお、熱溶着可能なフィルムと、酸素バリア性樹脂層との間には、無機膜を有するガス
バリアフィルムが配置されていても良いが、配置されていない方が好ましい。
【００８７】
（ａ）無機膜
　無機膜としては、上述した「Ａ．真空断熱材用外包材　Ｉ．第一実施形態　１．ガスバ
リアフィルム　（ａ）無機膜」と同様のものが挙げられる。
　特に、２以上の外側ガスバリアフィルムにおける無機膜は、上述した高バリア性化合物
膜であることが好ましい。
【００８８】
（ｂ）その他
　本実施形態におけるガスバリアフィルムは、第一実施形態のガスバリアフィルムと同様
に、樹脂基材、およびオーバーコート層を有するものとすることができる。特に、外側ガ
スバリアフィルムは、オーバーコート層をさらに有するものであることが好ましい。これ
らについては、「Ａ．真空断熱材用外包材　Ｉ．第一実施形態　１．ガスバリアフィルム
　（ｂ）樹脂基材」、後述する「Ａ．真空断熱材用外包材　ＩＶ．第四実施形態　１．ガ
スバリアフィルム　（ｂ）オーバーコート層」と同様のものが挙げられる。
【００８９】
　真空断熱材用外包材に含まれる複数のガスバリアフィルムは、無機膜、樹脂基材、およ
びオーバーコート層はそれぞれ同一であってもよいし、異なっていてもよい。
【００９０】
　ガスバリアフィルムに樹脂基材、無機膜、およびオーバーコート層が含まれる場合、通
常は、この順にガスバリアフィルムに含まれる。
【００９１】
　外側ガスバリアフィルムに樹脂基材および無機膜が含まれる場合、樹脂基材よりも無機
膜が、後述する酸素バリア性樹脂層側となる向きに配置されることが好ましい。特に、酸
素バリア性樹脂層に最も近い外側ガスバリアフィルムにおける無機膜が、樹脂基材を介さ
ずに、酸素バリア性樹脂層に対向して配置されていることが好ましい。
【００９２】
２．酸素バリア性樹脂層
　本実施形態の真空断熱材用外包材は、酸素バリア性樹脂層を有する。上記酸素バリア性
樹脂層に含まれるＥＶＯＨ、およびＰＶＡは、親水基を含有する親水性樹脂であり、酸素
に対する高いバリア性を発揮するためである。
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【００９３】
　本実施形態における酸素バリア性樹脂層としては、上述した「Ａ．真空断熱材用外包材
　Ｉ．第一実施形態　２．酸素バリア性樹脂層」と同様のものが挙げられる。
【００９４】
３．熱溶着可能なフィルム
　本実施形態の真空断熱材用外包材は、一方の主面側に熱溶着可能な層が配置されている
。熱溶着可能なフィルムとしては、「Ａ．真空断熱材用外包材　Ｉ．第一実施形態　３．
熱溶着可能なフィルム」と同様のものが挙げられる。
【００９５】
４．任意の構成
　本実施形態の真空断熱材用外包材は、第一実施形態の真空断熱材用外包材と同様に、接
着剤層を有するものとすることができる。これらについては、「Ａ．真空断熱材用外包材
　Ｉ．第一実施形態　５．任意の構成」と同様のものが挙げられる。
【００９６】
５．特性
　本実施形態の真空断熱材用外包材は、優れたガスバリア性能を有する。ガスバリア性能
とは、酸素透過度で規定される酸素バリア性能、水蒸気透過度で規定される水蒸気バリア
性能をいう。
　具体的には、上述した「Ｉ．第一実施形態　Ａ．真空断熱材用外包材　４．特性」と同
様のガスバリア性能とすることができる。
　特に、水蒸気透過度を、０．０３ｇ／（ｍ２・ｄａｙ）以下、中でも、０．０１（ｍ２

・ｄａｙ）以下とすることができる。
【００９７】
ＩＶ．第四実施形態
　本実施形態の真空断熱材用外包材は、熱溶着可能なフィルムと、酸素バリア性樹脂層と
、樹脂基材および上記樹脂基材の少なくとも一方の主面に配置された無機膜を有するガス
バリアフィルムと、を有する真空断熱材用外包材であって、上記熱溶着可能なフィルムと
上記ガスバリアフィルムとの間に、上記酸素バリア性樹脂層が配置され、上記酸素バリア
性樹脂層の上記熱溶着可能なフィルムと反対側に配置された上記ガスバリアフィルムは、
上記無機膜の上記樹脂基材とは反対側の主面に配置されたオーバーコート層を有するもの
であり、上記真空断熱材用外包材は、金属層が配置されていないことを特徴とする。
【００９８】
　図４は、本実施形態の真空断熱材用外包材の一例を示す概略断面図である。本実施形態
の真空断熱材用外包材１０は、熱溶着可能なフィルム１と、無機膜３を有するガスバリア
フィルム２を有する。さらに、酸素バリア性樹脂層４を有し、ガスバリアフィルム２が、
酸素バリア性樹脂層４の熱溶着可能なフィルム１が配置された側とは反対側に配置されて
いる。上記ガスバリアフィルム２は、樹脂基材５、無機膜３、およびオーバーコート層６
がこの順に積層された構成を有することを特徴とする。また、図４の例では、ガスバリア
フィルム２は、上記オーバーコート層６が、酸素バリア性樹脂４と対向する向きに配置さ
れている。
【００９９】
　本実施形態の真空断熱材用外包材は、第一実施形態、第二実施形態、および三実施形態
と同様に、金属層が配置されていないことを特徴とするため、電波が透過可能である。さ
らに、酸素バリア性樹脂層を有することで、酸素バリア性を確保しつつ、酸素バリア性樹
脂層の熱溶着可能なフィルムとは反対の面側に、無機膜とオーバーコート層とを有するガ
スバリアフィルムを配置することにより、酸素バリア性能の劣化を抑制することができる
。そのため、電波透過が可能であるとともに、良好な断熱性能を維持できる真空断熱材を
製造可能な真空断熱材用外包材となる。
【０１００】
１．ガスバリアフィルム
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　本実施形態の真空断熱材用外包材は、無機膜及びオーバーコート層を有する１以上のガ
スバリアフィルムと、熱溶着可能なフィルムとの間に、酸素バリア性樹脂層が配置されて
いる。
【０１０１】
　また、本実施形態の真空断熱材用外包材は、無機膜およびオーバーコート層を有する１
以上、好ましくは２以上のガスバリアフィルムが、外側ガスバリアフィルムとして配置さ
れていればよく、外側ガスバリアフィルムとして、オーバーコート層を含まないガスバリ
アフィルムを含んでもよい。
【０１０２】
　熱溶着可能なフィルムと、酸素バリア性樹脂層との間には、無機膜を有するガスバリア
フィルムが配置されていても良いが、配置されていない方が好ましい。
【０１０３】
（ａ）無機膜
　無機膜としては、上述した「Ａ．真空断熱材用外包材　Ｉ．第一実施形態　１．ガスバ
リアフィルム　（ａ）無機膜」と同様のものが挙げられる。
　特に、外側ガスバリアフィルムにおける無機膜は、上述した高バリア性化合物であるこ
とが好ましい。
【０１０４】
（ｂ）オーバーコート層
　本実施形態において、少なくとも１以上の外側ガスバリアフィルムは、無機膜の一方の
主面に形成されたオーバーコート層をさらに有する。オーバーコート層は、無機膜の樹脂
基材とは反対側の面に形成され、一般にバリアコート剤やオーバーコート剤として用いら
れている材料を用いることができる。オーバーコート層としては、無機物を含まない有機
物のみからなるものでもよいが、特には、無機物及び有機物の混合物からなるオーバーコ
ート層が好ましい。無機物を含まないものに比べて水蒸気バリア性能が高いためである。
無機物は、無機フィラーや、ゾルゲル化合物中のアルコキシド成分が挙げられる。以下、
オーバーコート層を、フィラーを含有しないフィラー非含有オーバーコート層と、フィラ
ーを含有するフィラー含有オーバーコート層とに分けて説明する。
【０１０５】
　フィラー非含有オーバーコート層を構成する材料は、無機フィラーを含まなければ特に
限定されず、一般にバリアコート剤やオーバーコート剤として用いられている材料を用い
ることができる。上記材料としては、例えば、ゾルゲル化合物等が挙げられる。上記ゾル
ゲル化合物は、界面における接着強度が高く、製膜時の処理を比較的低温において行なう
ことができるため、樹脂基材等の熱劣化を抑制することができる。
【０１０６】
　ゾルゲル化合物を含むオーバーコート層は、例えば、一般式Ｒ１

ｎＭ（ＯＲ２）ｍ（た
だし、式中、Ｒ１、Ｒ２は、炭素数１以上、８以下の有機基を表し、Ｍは、金属原子を表
し、ｎは、０以上の整数を表し、ｍは、１以上の整数を表し、ｎ＋ｍは、Ｍの原子価を表
す。）で表される１種以上のアルコキシドと、水溶性高分子とを含有し、更に、ゾルゲル
法によって重縮合して得られる原料液により形成することができる。上記一般式で表わさ
れるアルコキシドの金属原子Ｍとしては、ケイ素、ジルコニウム、チタン、アルミニウム
等が挙げられる。中でもケイ素であることが好ましい。ケイ素のアルコキシドとしては、
オルトケイ酸テトラエチル（ＴＥＯＳ）が好ましい。また、上記水溶性高分子としては、
ポリビニルアルコール系樹脂、エチレン・ビニルアルコール共重合体、アクリル酸系樹脂
、天然高分子系のメチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、セルロースナノファ
イバー、多糖類などが挙げられる。中でもポリビニルアルコール系樹脂が好ましい。
【０１０７】
　中でも、上記ゾルゲル化合物が、オルトケイ酸テトラエチル（ＴＥＯＳ）およびポリビ
ニルアルコール系樹脂の重縮合物であることが好ましい。オルトケイ酸テトラエチル（Ｔ
ＥＯＳ）およびポリビニルアルコール系樹脂の重縮合物については、例えば特許第５５６
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８８９７号公報に開示されているものと同様とすることができる。
【０１０８】
　フィラー含有オーバーコート層は、無機フィラーを含み、膜厚が５０ｎｍ以上５００ｎ
ｍ以下の範囲内である。フィラー含有オーバーコート層は、無機膜の樹脂基材とは反対側
の面と直に接して設けられている。無機膜が樹脂基材の両面にそれぞれ配置されている場
合、フィラー含有オーバーコート層は、少なくとも一方の無機膜上に配置されていれば良
く、両方の無機膜上にそれぞれ配置されていても良い。
【０１０９】
　フィラー含有オーバーコート層の膜厚は、５０ｎｍ以上５００ｎｍ以下の範囲内である
。詳しくは、上記フィラー含有オーバーコート層の膜厚は、５０ｎｍ以上、中でも１００
ｎｍ以上、さらに１３０ｎｍ以上、特に１５０ｎｍ以上とすることができる。また、上記
フィラー含有オーバーコート層の膜厚は、５００ｎｍ以下、中でも４８０ｎｍ以下、特に
４５０ｎｍ以下とすることができる。フィラー含有オーバーコート層の膜厚を上記の範囲
内とすることで、高いバリア性能を維持しつつ、フィラー含有オーバーコート層にクラッ
ク等の欠陥が発生するのを防止できるからである。
【０１１０】
　フィラー含有オーバーコート層の膜厚は、断面ＳＥＭ観察により測定することができ、
フィラー含有オーバーコート層１つにつき、ＳＥＭ画像中の凹凸部（最厚部・最薄部）を
含む５箇所を測定した平均値とすることができる。
【０１１１】
　無機フィラーは、無機膜に生じるクラック等の欠陥を埋めることが可能な形状を有する
ことができる。上記無機フィラーの形状としては、層状または板状、鱗片状、多面体、針
状、柱状、球状、紡錘状、塊状等が挙げられる。上記形状を有する無機フィラーを複数種
組み合わせて用いてもよい。これらの中でも、層状または板状、針状であることが好まし
い。
【０１１２】
　無機フィラーの平均粒径としては、無機膜に生じるクラック等の欠陥を埋めることが可
能な大きさを有することができ、例えば５ｎｍ以上、好ましくは１０ｎｍ以上、更に好ま
しくは５０ｎｍ以上とすることができる。また、無機フィラーの平均粒径は、例えば５０
０ｎｍ以下、好ましくは４５０ｎｍ以下、更に好ましくは４００ｎｍ以下とすることがで
きる。無機フィラーの平均粒径を上記の範囲内とすることで、無機膜に生じた欠陥を埋め
ることができ、迷路効果が発揮できるからである。なお迷路効果とは、無機フィラーが分
散していることで、水蒸気や酸素が無機フィラーに阻害されて通過しにくい状態となるこ
とをいう。
【０１１３】
　無機フィラーの平均粒径は、表面ＳＥＭ観察により測定した値であり、無作為に選んだ
５個の粒子の粒径の平均値とすることができる。後述する無機層状化合物のように、無機
フィラーの形状が層状または板状の場合は、無作為に選んだ５個の無機フィラーの最大長
の長さを無機フィラーの粒径とする。
【０１１４】
　上記無機フィラーとしては、例えば、シリカ、タルク、アルミナ、マイカ、炭酸カルシ
ウム、炭酸マグネシウム、硫酸バリウム、無機層状化合物等が挙げられる。中でも、無機
フィラーは無機層状化合物とすることができる。
【０１１５】
　無機層状化合物は、単位結晶層が重なって１つの層状粒子を形成している無機化合物を
いう。無機層状化合物としては、例えば粘土鉱物が挙げられ、具体的には、含水ケイ酸塩
等のフィロケイ酸塩鉱物；ハロイサイト、カオリナイト、エンデライト、ディッカイト、
ナクライトなどのカオリナイト族粘土鉱物；アンチゴライト、クリソタイルなどのアンチ
ゴライト族粘土鉱物；モンモリロナイト、鉄モンモリロナイト、バイデライト、ノントロ
ナイト、サポナイト、ヘクトライト、ソーコナイト、スチブンサイトなどのスメクタイト
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族粘土鉱物；バーミキュライトなどのバーミキュライト族粘土鉱物；白雲母、金雲母等の
雲母、マーガライト、テトラシリリックマイカ、テニオライト等雲母又はマイカ族粘土鉱
物；クッケアイト、スドーアイト、クリノクロア、シャモサイト、ニマイト等の緑泥石族
；の粘土鉱物、またはこれらの置換体や誘導体が挙げられる。これらの粘土鉱物は天然粘
土鉱物であっても合成粘土鉱物であってもよい。無機層状化合物は単独で又は二種以上組
み合わせて使用することができる。
【０１１６】
　無機層状化合物は、上述した粘土鉱物の中でも、Ｎａ、Ｍｇ、Ｆｅ、及びＣａからなる
群から選択される少なくとも１つの元素を含む粘土鉱物とすることができる。
【０１１７】
　フィラー含有オーバーコート層は、無機フィラーの他に樹脂を含む。上記樹脂としては
、一般的にオーバーコート層に用いられる樹脂を挙げることができ、例えば、水溶性樹脂
が挙げられる。中でもガスバリア性能の高い水溶性樹脂を用いることができる。上記樹脂
として具体的には、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、ポリ塩化ビニリデン（ＰＶＤＣ）
、エチレン－ビニルアルコール共重合体（ＥＶＯＨ）、ポリアクリロニトリル（ＰＡＮ）
、ナイロン、ポリエステル、ポリアミド、多糖類、ポリアクリル酸およびそのエステル類
等が挙げられる。これらは単独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。
【０１１８】
　フィラー含有オーバーコート層は、無機フィラーおよび樹脂以外に、必要に応じて公知
の添加剤を含むことができる。
【０１１９】
　フィラー含有オーバーコート層中の、樹脂の固体質量に対する無機フィラーの固体質量
の割合としては、５０質量％以下とすることができ、中でも４５質量％以下、特に４０質
量％以下が好ましく、また、上記割合は、５質量％以上とすることができ、１０質量％以
上であることが好ましい。フィラー含有オーバーコート層における無機フィラーの固体質
量の割合を上記の範囲内とすることで、十分なガスバリア性能を発揮することができ、ま
た、フィラー含有オーバーコートの表面を均一にできるからである。
【０１２０】
　フィラー含有オーバーコート層は、例えば、無機フィラーおよび樹脂を溶媒に溶解・分
散させた組成物の水溶液を、ガスバリアフィルムの無機膜の面に塗布し、乾燥させて形成
することができる。無機フィラーとして無機層状化合物を用いる場合は、必要により予め
水等の分散媒体中に膨潤させてもよい。
【０１２１】
（ｃ）樹脂基材
　本実施形態におけるガスバリアフィルムは、第一実施形態のガスバリアフィルムと同様
に、樹脂基材を有するものとすることができる。樹脂基材は、「Ａ．真空断熱材用外包材
　Ｉ．第一実施形態　１．ガスバリアフィルム（ｂ）樹脂基材」と同様のものが挙げられ
る。
　本実施形態においては、ガスバリアフィルムは、通常、樹脂基材、無機膜、およびオー
バーコート層をこの順に含む。１以上の外側ガスバリアフィルムは、樹脂基材よりもオー
バーコート層が、酸素バリア性樹脂層側となる向きに配置されることが好ましい。特に、
樹脂層に最も近い外側ガスバリアフィルムにおける無機膜が、オーバーコート層を介して
（樹脂基材を介さずに）、樹脂層に対向して配置されていることが好ましい。
【０１２２】
　真空断熱材用外包材に含まれる複数のガスバリアフィルムが含まれる場合、無機膜、樹
脂基材、およびオーバーコート層はそれぞれ同一であってもよいし、異なっていてもよい
。
【０１２３】
２．酸素バリア性樹脂層
　本実施形態の真空断熱材用外包材は、酸素バリア性樹脂層を有する。酸素バリア性樹脂
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層に含まれるＥＶＯＨ、およびＰＶＡは、親水基を含有する親水性樹脂であり、酸素に対
する高いバリア性を発揮するためである。
【０１２４】
　酸素バリア性樹脂層としては、上述した「Ａ．真空断熱材用外包材　Ｉ．第一実施形態
　２．酸素バリア性樹脂層」と同様のものが挙げられる。
【０１２５】
３．熱溶着可能なフィルム
　本実施形態の真空断熱材用外包材は、一方の主面側に熱溶着可能な層が配置されている
。熱溶着可能なフィルムとしては、「Ａ．真空断熱材用外包材　Ｉ．第一実施形態　３．
熱溶着可能なフィルム」と同様のものが挙げられる。
【０１２６】
４．任意の構成
　本実施形態の真空断熱材用外包材は、第一実施形態の真空断熱材用外包材と同様に、接
着剤層を有するものとすることができる。これらについては、「Ａ．真空断熱材用外包材
　Ｉ．第一実施形態　５．任意の構成」と同様のものが挙げられる。
【０１２７】
５．特性
　本実施形態の真空断熱材用外包材は、優れたガスバリア性能を有する。ガスバリア性能
とは、酸素透過度で規定される酸素バリア性能、水蒸気透過度で規定される水蒸気バリア
性能をいう。
　具体的には、上述した「Ｉ．第一実施形態　Ａ．真空断熱材用外包材　４．特性」と同
様のガスバリア性能とすることができる。
　特に、水蒸気透過度を、０．０３ｇ／（ｍ２・ｄａｙ）以下、中でも、０．０１（ｍ２

・ｄａｙ）以下とすることができる。
【０１２８】
Ｖ．真空断熱材用外包材
　上記第一実施形態、第二実施形態、第三実施形態、および第四実施形態で説明した本開
示の真空断熱材用外包材は、いずれも、金属層が配置されていないものであるため、電波
透過性を有する。ここで、電波透過性を有するとは、真空断熱材で覆われた区画内の機器
が、外部との電波による接触が可能な程度の電波透過性を有すれば特に限定されるもので
はないが、例えば、３００ＭＨｚ～３０ＧＨｚの範囲における電磁波シールド性が１０ｄ
Ｂ以下であることが好ましい。電波透過性の測定方法としては、遠方界測定により測定す
ることができる。具体的には、一方の電波暗室に送信アンテナ、他方の電波暗室に受信ア
ンテナを配置し、これら二つを仕切る壁窓にシールド材を配置して評価することができる
。
【０１２９】
　本開示の真空断熱材用外包材は、透明性を有していてもよく、有さなくてもよく、本開
示の真空断熱材用外包材が用いられる真空断熱材の用途に応じて適宜設定することができ
る。上記真空断熱材用外包材の透明性については、厳密な透過率で規定されず、用途等に
応じて適宜決定することができる。
　本開示の真空断熱材用外包材が透明性を有する場合、上記真空断熱材用外包材を用いた
真空断熱材は、その内部の視認が可能となる。このため、真空断熱材の内部に芯材と共に
検知剤を入れることで、検知剤の変化から内部の真空状態を目視で確認することが可能と
なる。
【０１３０】
　本開示の真空断熱材用外包材の製造方法としては、例えば、予め製造した各フィルムを
上述した接着層を介して貼り合せる方法が挙げられる。また、熱溶融させた各フィルムの
原材料をＴダイ等で順次押出しして積層することで、本開示の真空断熱材用外包材を製造
してもよい。
【０１３１】
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　本開示の真空断熱材用外包材は、真空断熱材に用いることができる。真空断熱材におい
て、本開示の真空断熱材用外包材は、熱溶着可能なフィルムが芯材側となるようにして、
芯材を介して対向して配置して用いることができる。
【０１３２】
Ｂ．真空断熱材
　本開示の真空断熱材は、芯材と、上記芯材を封入する外包材とを有する真空断熱材であ
って、上記外包材が上述した「Ａ．真空断熱材用外包材」の項で説明したものであること
を特徴とするものである。
【０１３３】
　図５（ａ）は本開示の真空断熱材の一例を示す概略斜視図、図５（ｂ）は図５（ａ）の
Ｘ－Ｘ断面図である。図５に例示する真空断熱材２０は、芯材１１と、芯材１１を封入す
る外包材１０とを有し、外包材１０が、図１で説明した真空断熱材用外包材である。真空
断熱材２０は、２枚の外包材１０が、それぞれの熱溶着可能なフィルムが向き合うように
対向し、端部１２が熱溶着により接合された袋体となっており、袋体の中に芯材１１が封
入され、袋体内部が減圧されている。
【０１３４】
　本開示によれば、芯材を封入する外包材が、上述した「Ａ．真空断熱材用外包材」の項
で説明した真空断熱材用外包材であることで、電波透過性を有し、良好な断熱性能を維持
することができる真空断熱材となる。
　以下、本開示の真空断熱材について、構成ごとに説明する。
【０１３５】
１．真空断熱材用外包材
　本開示における真空断熱材用外包材は、芯材を封入する部材であり、上述の「Ａ．真空
断熱材用外包材」の項で説明した真空断熱材用外包材と同じであるため、ここでの説明は
省略する。
【０１３６】
２．芯材
　本開示における芯材は、真空断熱材用外包材により封入される部材である。なお、封入
されるとは、真空断熱材用外包材を用いて形成された袋体の内部に密封されることをいう
ものである。
【０１３７】
　芯材は、熱伝導率が低いことが好ましい。また、芯材は、空隙率が５０％以上、特に９
０％以上の多孔質材とすることができる。
【０１３８】
　芯材を構成する材料としては、粉体、発泡体、繊維体等を用いることができる。上記粉
体は、無機系、有機系のいずれでもよく、例えば、乾式シリカ、湿式シリカ、凝集シリカ
粉末、導電性粉体、炭酸カルシウム粉末、パーライト、クレー、タルク等を用いることが
できる。なかでも乾式シリカと導電性粉体との混合物は、真空断熱材の内圧上昇に伴う断
熱性能の低下が小さいため、内圧上昇が生じる温度範囲で使用する際に有利である。さら
に、上述の材料に酸化チタンや酸化アルミニウムやインジウムドープ酸化錫等の赤外線吸
収率が小さい物質を輻射抑制材として添加すると、芯材の赤外線吸収率を小さくすること
ができる。
【０１３９】
　上記発泡体としては、ウレタンフォーム、スチレンフォーム、フェノールフォーム等を
用いることができる。中でも連続気泡を形成する発泡体が好ましい。
【０１４０】
　上記繊維体は、無機繊維でもよく有機繊維でもよいが、断熱性能の観点から無機繊維を
用いることが好ましい。このような無機繊維としては、グラスウールやグラスファイバー
等のガラス繊維、アルミナ繊維、シリカアルミナ繊維、シリカ繊維、セラミック繊維、ロ
ックウール等を挙げることができる。これらの無機繊維は、熱伝導率が低く、粉体よりも
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取り扱いが容易である点で好ましい。
【０１４１】
　芯材は、上述した材料を単独で使用してもよく、２種以上の材料を混合した複合材であ
ってもよい。
【０１４２】
３．その他
　本開示の真空断熱材は、真空断熱材用外包材の内部に芯材が封入され、上記内部が減圧
されて真空状態となっている。真空断熱材内部の真空度は、例えば５Ｐａ以下であること
が好ましい。内部に残存する空気の対流による熱伝導を低くすることができ、優れた断熱
性を発揮することが可能となるからである。
【０１４３】
　真空断熱材の熱伝導率は低い程好ましく、例えば熱伝導率（初期熱伝導率）が５ｍＷ／
（ｍＫ）以下であることが好ましい。真空断熱材が熱を外部に伝導しにくくなり、高い断
熱効果を奏することができるからである。中でも上記初期熱伝導率は、４ｍＷ／（ｍＫ）
以下であることがより好ましい。熱伝導率は、ＪＩＳ　Ａ１４１２－２：１９９９に準拠
し、高温側３０℃、低温側１０℃、平均温度２０℃の条件で測定した値とすることができ
る。
【０１４４】
　また、本開示の真空断熱材は、上述の真空断熱材用外包材を用いたものであるため、断
熱性能の劣化が抑制される。
【０１４５】
　本開示の真空断熱材の製造方法は、一般的な方法を用いることができる。例えば、上述
した「Ａ．真空断熱材用外包材」の項で説明した真空断熱材用外包材を２枚準備し、それ
ぞれの熱溶着可能なフィルム同士を向き合わせて重ね、三辺の外縁を熱溶着し、一辺が開
口する袋体を得る。この袋体に、開口から芯材を入れた後、上記開口から空気を吸引し、
袋体の内部が減圧された状態で開口を封止することで、真空断熱材を得ることができる。
【０１４６】
　本開示の真空断熱材は、例えば、熱絶縁及び電波透過性を要する物品に用いることがで
きる。上記物品については後述する。
【０１４７】
Ｃ．真空断熱材付き物品
　本開示の真空断熱材付き物品は、熱絶縁領域を有する物品および真空断熱材を備える真
空断熱材付き物品であって、上記真空断熱材が、芯材と、芯材が封入された外包材とを有
し、上記外包材が、上述の「Ａ．真空断熱材用外包材」の項で説明した真空断熱材用外包
材である。
【０１４８】
　本開示によれば、物品に用いられる真空断熱材が「Ａ．真空断熱材用外包材」の項で説
明した外包材により構成されているため、真空断熱材が、長期間、良好な断熱性能を発揮
することができ、物品がこのような真空断熱材を備えることで、高温高湿環境となる物品
や物品が用いられる対象物の省エネルギー化を達成することができる。また、真空断熱材
が、電波が透過可能なものとなるため、物品の内容物の識別やトレーサビリティが可能と
なる。
【０１４９】
　本開示における真空断熱材、およびそれに用いられる真空断熱材用外包材については、
上述した「Ｂ．真空断熱材」および「Ａ．真空断熱材用外包材」の項で詳細に説明したた
め、ここでの説明は省略する。
【０１５０】
　本開示における物品は、熱絶縁領域を有する。ここで上記熱絶縁領域とは、真空断熱材
により熱絶縁された領域であり、例えば、保温や保冷された領域、熱源や冷却源を取り囲
んでいる領域、熱源や冷却源から隔離されている領域である。これらの領域は、空間であ
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っても物体であってもよい。また、上記物品は、電波透過性を要する物品であることが好
ましい。
【０１５１】
　上記物品として、例えば、冷蔵庫、冷凍庫、保温器、保冷器等の電気機器、保温容器、
保冷容器、輸送容器、コンテナ、貯蔵容器等の容器、車両、航空機、船舶等の乗り物、家
屋、倉庫等の建築物、壁材、床材等の建築資材等が挙げられる
【０１５２】
　本開示は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であり、本
開示の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な作用
効果を奏するものは、いかなるものであっても本開示の技術的範囲に包含される。
【実施例】
【０１５３】
　以下に実施例および比較例を示し、本開示をさらに詳細に説明する。
【０１５４】
［材料］
　実施例および比較例の真空断熱材用外包材を構成する部材及び接着剤を、以下および表
１に示す。
（ガスバリアフィルム）
・ガスバリアフィルムＡ：ＰＥＴフィルム（膜厚：１２μｍ）の片面にアルミナを蒸着し
たフィルムの蒸着膜上に下記オーバーコート層Ａを設けたフィルム（大日本印刷社製　Ｉ
Ｂ－ＰＥＴ－ＰＸＢ）
・ガスバリアフィルムＢ：ＰＥＴフィルム（膜厚：１２μｍ）の片面にシリカを蒸着した
フィルムの蒸着膜上に下記オーバーコート層Ａを設けたフィルム（大日本印刷社製　ＩＢ
－ＰＥＴ－ＵＢ）
【０１５５】
・ガスバリアフィルムＣ：ＰＥＴフィルム（膜厚：１２μｍ）の片面にシリカを蒸着した
フィルム（ユニチカ株式会社製　テックバリアＬＸ））の蒸着膜上に下記オーバーコート
層Ａを設けたフィルム
・ガスバリアフィルムＤ：ホローカソードプラズマ源によるプラズマ処理後のＰＥＴフィ
ルム（膜厚：１２μｍ）の片面にアルミナを蒸着したフィルムの蒸着膜上に下記オーバー
コート層Ａを設けたフィルム
・ガスバリアフィルムＥ：ホローカソードプラズマ源によるプラズマ処理後のＰＥＴフィ
ルム（膜厚：１２μｍ）の片面にアルミナを蒸着したフィルムの蒸着膜
・ガスバリアフィルムＦ： ＰＥＴフィルム（膜厚：１２μｍ）の片面にアルミナを蒸着
したフィルムの蒸着膜
【０１５６】
（ＥＶＯＨ含有ガスバリアフィルム）
・ガスバリアフィルムＧ：エチレン－ビニルアルコール共重合体（ＥＶＯＨ）フィルム（
クラレ社製　ＥＦ－Ｆ、厚み１２μｍ）
・ガスバリアフィルムＨ：金属アルミニウム（Ａｌ）膜が片面に蒸着されたエチレン－ビ
ニルアルコール共重合体（ＥＶＯＨ）フィルム（クラレ社製　ＶＭ－ＸＬ、厚み１２μｍ
）
【０１５７】
（オーバーコート層）
・オーバーコート層Ａ
　下記に示す組成に従い調製したＡ液（ポリビニルアルコール、イソプロピルアルコール
および水からなる混合液）に、下記に示す組成に従い予め調製したＢ液（テトラエトキシ
シラン（ＴＥＯＳ）、イソプロピルアルコール、塩酸およびイオン交換水からなる加水分
解液）を加えて撹拌し、ゾルゲル法により無色透明のオーバーコート層用組成物を得た。
　被塗布対象であるガスバリア膜上に、上記オーバーコート層用組成物をグラビアコート
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法によりコーティングし、次いで、１２０℃、１４０℃および１５０℃で各２０秒間加熱
処理して、必要とされる厚みのオーバーコート層を形成し、５５℃で１週間エージングし
て、珪素元素と酸素元素とポリビニルアルコール樹脂とを含有する混合化合物層であるオ
ーバーコート層Ａを得た。
【０１５８】
＜オーバーコート層用組成物の組成＞
（Ａ液）
・ポリビニルアルコール：　　　　　　　　１．８１質量％
・イソプロピルアルコール：　　　　　　３９．８０質量％
・水：　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０９質量％
（Ｂ液）
・テトラエトキシシラン：　　　　　　　２１．４９質量％
・イソプロピルアルコール：　　　　　　　５．０３質量％
・０．５Ｎ塩酸水溶液：　　　　　　　　　０．６９質量％
・イオン交換水：　　　　　　　　　　　２９．１０質量％
（＊Ａ液とＢ液とを合わせて１００質量％とした）
【０１５９】
（部材：熱溶着可能なフィルム）
・熱溶着可能なフィルムＡ：直鎖状低密度ポリエチレンフィルム（三井化学東セロ社製　
商品名：ＴＵＸ　ＨＣ－Ｅ　、厚み５０μｍ）
【０１６０】
（接着剤）
・接着剤Ａ：ポリエステルポリオールを主成分とする主剤（ロックペイント社製　製品名
：ＲＵ－７７Ｔ）、脂肪族系イソシアネートを含む硬化剤（ロックペイント社製　製品名
：Ｈ－７）、および酢酸エチルの溶剤を、重量配合比で主剤：硬化剤：溶剤＝１０：１：
１４となるように混合した２液硬化型接着剤
【０１６１】
（真空断熱材用外包材の作製）
［実施例１］
　１層目としてガスバリアフィルムＡ、２層目としてガスバリアフィルムＡ、３層目とし
てガスバリアフィルムＧ、４層目として熱溶着可能なフィルムＡをこの順に有する真空断
熱材用外包材を得た。１層目のガスバリアフィルムＡのオーバーコート層が２層目のガス
バリアフィルムＡ側となるように配置した。２層目のガスバリアフィルムＡのオーバーコ
ート層が３層目のガスバリアフィルムＧ側となるように配置した。
　各層間は、接着剤Ａを一方の部材の被着面に塗布量３ｇ／ｍ２となるように塗布して接
着層を形成し、接着層上に他方の部材を配置して加圧して接着した。
【０１６２】
　すなわち実施例１では、ガスバリアフィルムＡ（ＰＥＴフィルム／アルミナ蒸着層／オ
ーバーコート層）／ガスバリアフィルムＡ（ＰＥＴフィルム／アルミナ蒸着層／オーバー
コート層）／ガスバリアフィルムＧ（ＥＶＯＨフィルム）／熱溶着可能なフィルム（ＬＬ
ＤＰＥフィルム）の順で積層された層構成を有する真空断熱材用外包材を得た。
【０１６３】
［実施例２］
　１層目としてガスバリアフィルムＣ、２層目としてガスバリアフィルムＣ、３層目とし
てガスバリアフィルムＧ、４層目として熱溶着可能なフィルムＡをこの順に有する真空断
熱材用外包材を得た。１層目のガスバリアフィルムＣのオーバーコート層が２層目のガス
バリアフィルムＣ側となるように配置した。２層目のガスバリアフィルムＣのオーバーコ
ート層が３層目のガスバリアフィルムＧ側となるように配置した。各層間の接着は実施例
１と同様に行った。
【０１６４】



(23) JP 6897720 B2 2021.7.7

10

20

30

40

50

　すなわち実施例２では、ガスバリアフィルムＣ（ＰＥＴフィルム／シリカ蒸着層／オー
バーコート層）／ガスバリアフィルムＣ（ＰＥＴフィルム／シリカ蒸着層／オーバーコー
ト層）／ガスバリアフィルムＧ（ＥＶＯＨフィルム）／熱溶着可能なフィルム（ＬＬＤＰ
Ｅフィルム）の順で積層された層構成を有する真空断熱材用外包材を得た。
【０１６５】
［実施例３］
　１層目としてガスバリアフィルムＤ、２層目としてガスバリアフィルムＤ、３層目とし
てガスバリアフィルムＧ、４層目として熱溶着可能なフィルムＡをこの順に有する真空断
熱材用外包材を得た。１層目のガスバリアフィルムＤのオーバーコート層が２層目のガス
バリアフィルムＤ側となるように配置した。２層目のガスバリアフィルムＤのオーバーコ
ート層が３層目のガスバリアフィルムＧ側となるように配置した。各層間の接着は実施例
１と同様に行った。
【０１６６】
　すなわち実施例３では、ガスバリアフィルムＤ（ＰＥＴフィルム／アルミナ蒸着層／オ
ーバーコート層）／ガスバリアフィルムＤ（ＰＥＴフィルム／アルミナ蒸着層／オーバー
コート層）／ガスバリアフィルムＧ（ＥＶＯＨフィルム）／熱溶着可能なフィルム（ＬＬ
ＤＰＥフィルム）の順で積層された層構成を有する真空断熱材用外包材を得た。
【０１６７】
［実施例４］
　１層目としてガスバリアフィルムＡ、２層目としてガスバリアフィルムＢ、３層目とし
てガスバリアフィルムＧ、４層目として熱溶着可能なフィルムＡをこの順に有する真空断
熱材用外包材を得た。１層目のガスバリアフィルムＡのオーバーコート層が２層目のガス
バリアフィルムＢ側となるように配置した。２層目のガスバリアフィルムＢのオーバーコ
ート層が３層目のガスバリアフィルムＧ側となるように配置した。各層間の接着は実施例
１と同様に行った。
【０１６８】
　すなわち実施例４では、ガスバリアフィルムＡ（ＰＥＴフィルム／アルミナ蒸着層／オ
ーバーコート層）／ガスバリアフィルムＢ（ＰＥＴフィルム／シリカ蒸着層／オーバーコ
ート層）／ガスバリアフィルムＧ（ＥＶＯＨフィルム）／熱溶着可能なフィルム（ＬＬＤ
ＰＥフィルム）の順で積層された層構成を有する真空断熱材用外包材を得た。
【０１６９】
［実施例５］
　１層目としてガスバリアフィルムＥ、２層目としてガスバリアフィルムＥ、３層目とし
てガスバリアフィルムＧ、４層目として熱溶着可能なフィルムＡをこの順に有する真空断
熱材用外包材を得た。１層目のガスバリアフィルムＥのアルミナ蒸着層が２層目のガスバ
リアフィルムＥ側となるように配置した。２層目のガスバリアフィルムＥのアルミナ蒸着
層が３層目のガスバリアフィルムＧ側となるように配置した。各層間の接着は実施例１と
同様に行った。
【０１７０】
　すなわち実施例５では、ガスバリアフィルムＥ（ＰＥＴフィルム／アルミナ蒸着層）／
ガスバリアフィルムＥ（ＰＥＴフィルム／アルミナ蒸着層）／ガスバリアフィルムＧ（Ｅ
ＶＯＨフィルム）／熱溶着可能なフィルム（ＬＬＤＰＥフィルム）の順で積層された層構
成を有する真空断熱材用外包材を得た。
【０１７１】
［比較例１］
　１層目としてガスバリアフィルムＦ、２層目としてガスバリアフィルムＦ、３層目とし
てガスバリアフィルムＨ、４層目として熱溶着可能なフィルムＡをこの順に有する真空断
熱材用外包材を得た。１層目のガスバリアフィルムＦのアルミナ蒸着層が２層目のガスバ
リアフィルムＦ側となるように配置した。２層目のガスバリアフィルムＦのアルミナ蒸着
層が３層目のガスバリアフィルムＨ側となるように配置した。３層目のガスバリアフィル
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ムＨのアルミ蒸着層が２層目のガスバリアフィルムＦ側となるように配置した。各層間の
接着は実施例１と同様に行った。
【０１７２】
　すなわち比較例１では、ガスバリアフィルムＦ（ＰＥＴフィルム／アルミナ蒸着層）／
ガスバリアフィルムＦ（ＰＥＴフィルム／アルミナ蒸着層）／ガスバリアフィルムＨ（ア
ルミ蒸着層／ＥＶＯＨフィルム）／熱溶着可能なフィルム（ＬＬＤＰＥフィルム）の順で
積層された層構成を有する真空断熱材用外包材を得た。
【０１７３】
［比較例２］
　１層目としてガスバリアフィルムＡ、２層目としてガスバリアフィルムＡ、３層目とし
てガスバリアフィルムＡ、４層目として熱溶着可能なフィルムＡをこの順に有する真空断
熱材用外包材を得た。１層目のガスバリアフィルムＡのオーバーコート層が２層目のガス
バリアフィルムＡ側となるように配置した。２層目のガスバリアフィルムＡのオーバーコ
ート層が３層目のガスバリアフィルムＡ側となるように配置した。３層目のガスバリアフ
ィルムＡのオーバーコート層が２層目のガスバリアフィルムＡ側となるように配置した。
各層間の接着は実施例１と同様に行った。
【０１７４】
　すなわち比較例２では、ガスバリアフィルムＡ（ＰＥＴフィルム／アルミナ蒸着層／オ
ーバーコート層）／ガスバリアフィルムＡ（ＰＥＴフィルム／アルミナ蒸着層／オーバー
コート層）／ガスバリアフィルムＡ（オーバーコート層／アルミナ蒸着層／ＰＥＴフィル
ム）／熱溶着可能なフィルム（ＬＬＤＰＥフィルム）の順で積層された層構成を有する真
空断熱材用外包材を得た。
【０１７５】
【表１】
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【０１７６】
（水蒸気透過度）
　実施例１～５、比較例１～２で得た各真空断熱材用外包材についてサンプルを取り出し
、上記「Ａ．真空断熱材用外包材　Ｉ．第一実施形態　４．特性」の項で説明した方法お
よび条件により、温度４０℃、相対湿度差９０％ＲＨの条件で酸素透過度を測定した。結
果を表２中に示す。
【０１７７】
（真空断熱材の作製）
　実施例１～５、比較例１～２で得られた真空断熱材用外包材（寸法：３６０ｍｍ×４５
０ｍｍ）を２枚準備し、熱溶着可能なフィルム同士が向き合う様にして２枚重ねて、四辺
形の三辺をヒートシールして一辺のみが開口した袋体を作成した。芯材として３００ｍｍ
×３００ｍｍ×３０ｍｍのグラスウールを用い、乾燥処理を行った後、袋体に、芯材、お
よび１０ｇの乾燥剤（酸化カルシウム）を収納して、袋体内部を排気した。その後、袋体
の開口部分をヒートシールにより密封して真空断熱材を得た。到達圧力は０．０５Ｐａと
した。
【０１７８】
（真空断熱材の熱伝道率）
　真空断熱材の熱伝導率は、上記「Ｂ．真空断熱材」の項で説明した方法および条件に従
い測定した。測定は、７０℃９０％ＲＨの状態で２週間の劣化試験後のものとを測定した
。結果を表２に示す。
【０１７９】

【表２】

【０１８０】
　表２に示されるように、本開示の真空断熱材用外包材を有する真空断熱材（実施例１～
５）は、電波透過性を有するとともに、断熱性能を長期的に維持することが可能なものと
なった。一方で、比較例１の真空断熱材用外包材は金属層を有するために電波透過性がな
く、比較例２の真空断熱材用外包材はＥＶＯＨ層がないためガスバリア性に劣るものとな
り、これを用いた真空断熱材は、良好な断熱性能を維持することができなかった。
【符号の説明】
【０１８１】
１　…　熱溶着可能なフィルム
　２　…　ガスバリアフィルム
　３　…　無機膜
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　４　…　酸素バリア性樹脂層
　５　…　樹脂基材
　１０　…　真空断熱材用外包材
　１１　…　芯材
　２０　…真空断熱材

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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